
2月16日（火）10：00～15：00　市役所本庁203会議室

保
健
だ
よ
り

月2

年金手帳、年金証書、印鑑等をお持ちください。
（代理人がお越しになる場合は委任状が必要となる場合が
あります）
＊感染症の状況により、中止となる場合があります。

【問】街角の年金相談センター高松オフィス
☎（087）811-6020

　健康で若々しい身体づくりのために体操教室を開催します。
　外出の機会が減り、体力の衰えを感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
まちの健康応援団と一緒に身体を動かし、身体も心もリフレッシュしませんか？
　参加をご希望の方は、下記までお申し込みください。

日　　時：２月15日（月）13:00～15:00（受付12:30～）
開催場所：寒川庁舎3階301・302会議室（寒川町石田東甲935-1）
内　　容：①自粛生活により低下しやすい筋力の維持とストレッチ
　　　　　②さぬき・まちの健康応援団体操
講　　師：健康運動指導士　中村麻紀先生
※新型コロナウイルス感染症の状況により、教室の実施に変更がある場合があります。　

持　参　物：①水分補給用のお茶等
　　　　　②汗拭きタオル
　　　　　※運動しやすい服装でお越しください
定　　員：30名程度
申込締切：２月12日（金）

街角の年金相談センターの年金相談 予約不要

日
本
年
金
機
構
か
ら
の
お
知
ら
せ

　
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
に
は
、口
座
振
替
を
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。口
座
振
替

で
の
納
付
は
金
融
機
関
等
で
支
払
う
手
間
と
時
間
が
省
け
納
め
忘
れ
を
防
げ
る
と
と

も
に
、振
替
方
法
に
よ
っ
て
は
保
険
料
が
割
引
に
な
る
の
で
、大
変
便
利
で
お
得
で
す
。

　
口
座
振
替
の
振
替
方
法
は
、次
の
５
種
類
か
ら
選
ん
で
お
申
し
込
み
い
た
だ
く
こ
と

が
で
き
ま
す
。

・
２
年
前
納（
４
月
末
振
替
）

・
１
年
前
納（
４
月
末
振
替
）

・
６
か
月
前
納（
４
月
末・10
月
末
振
替
）

・
当
月
末
納
付（
早
割
）

・
翌
月
末
納
付（
割
引
な
し
）

　
す
で
に
口
座
振
替
を
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
方
の
申
し
込
み
は
不
要
で
す
が
、振
替

方
法
の
変
更（
例
：
１
年
前
納
か
ら
２
年
前
納
に
変
更
）の
場
合
は
再
度
申
し
込
み
が

必
要
で
す
。ま
た
、申
し
込
み
か
ら
口
座
振
替
が
開
始
さ
れ
る
ま
で
１
〜
２
か
月
か
か

り
ま
す
の
で
、口
座
振
替
が
開
始
さ
れ
る
ま
で
は

納
付
書
で
納
め
て
く
だ
さ
い
。

○
口
座
振
替
の
お
申
し
込
み
手
続
き
に
つ
い
て

　
預
貯
金
口
座
を
お
持
ち
の
金
融
機
関（
ゆ
う

ち
ょ
銀
行
を
含
む
）、ま
た
は
年
金
事
務
所
、市
役

所
へ「
国
民
年
金
保
険
料
口
座
振
替
納
付（
変

更
）申
出
書
」を
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

　
お
申
し
込
み
に
は
、基
礎
年
金
番
号
の
記
入
が

必
要
で
す
。基
礎
年
金
番
号
は
、年
金
手
帳
や
日

本
年
金
機
構
か
ら
の
郵
送
物
な
ど
で
ご
確
認
く

だ
さ
い
。ま
た
、金
融
機
関
届
出
印
の
押
印
も
必

要
で
す
。金
融
機
関
届
出
印
や
口
座
名
義
人
氏

名
に
誤
り
が
あ
る
と
、手
続
き
が
間
に
合
わ
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
受
付
期
限

・
２
年
前
納
、１
年
前
納
、６
か
月
前
納（
令
和
３

年
４
月
分
〜
９
月
分
）

　
令
和
３
年
２
月
26
日

・
６
か
月
前
納（
令
和
３
年
10
月
分
〜
令
和
４
年
３
月
分
）

　
令
和
３
年
８
月
31
日

国
民
年
金
保
険
料
は
口
座
振
替
が
お
得
で
す
！

年金手帳、年金証書、印鑑等をお持ちください。
（代理人がお越しになる場合は委任状が必要となる場合があ
ります）
＊事前に下記までご連絡ください。
＊感染症の状況により、中止となる場合があります。
【問･申】高松東年金事務所お客様相談室　☎（087）804-0508

１月28日（木）10：00～15：00　寒川庁舎１階101会議室

年金事務所の出張年金相談 予約制

～さぬき・まちの健康応援団より～
リフレッシュ体操教室　参加者募集のお知らせ

【
問
】高
松
東
年
金
事
務
所
　
☎（
0
8
7
）８
６
１・３
８
６
６

【問】国保･健康課 （健康係）　☎（0879）26-9908

25日 １３：15～1４：10受付 津田保健センター 令和2年10月生まれ木

●3～4カ月児健診

※少人数に分けてご案内します

2日 12：40～13：35受付 津田保健センター火

●1歳6カ月児健診

※少人数に分けてご案内します 対象の方には別途通知いたします。

18日 12：40～13：35受付
※少人数に分けてご案内します 津田保健センター 対象の方には別途通知いたします。木

●3歳児健診

平成30年7月生まれ市内委託医療機関にて受診２月
●2歳児歯科健診

金 予約制26日 寒川庁舎 　
●こども相談（発達や育児についての個別相談）

成人の希望者
　9：30～11：00
　13：20～14：00
9：30～11：00

木
水
金

長尾保健センター
津田公民館北山分館
志度保健センター

4日
17日
26日

●健康相談

水24日 寒川庁舎 希望者
●栄養相談

14：00～16：00

乳幼児・妊産婦希望者

1日
5日
9日
17日
24日

月
金
火
水
水

9：30～11：00
9：30～11：00
9：30～11：00
9：30～11：00
9：30～11：00

志度保健センター
大川町児童館
寒川児童館
津田保健センター 
長尾保健センター

●乳幼児相談（身長･体重測定、育児相談、栄養相談）・妊産婦相談

　児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲
が変わります。

◆手当を受給するための手続き
　・3月1日より前でも、申請は可能です。　
　・すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けてい
る方は、原則、申請は不要です。

◆支給開始月
　・通常、申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで
障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給でき
ず、令和3年3月1日に要件を満たしている方は、6月まで
に申請すれば、3月分の手当から受給できます。

　・3月分と4月分の手当は、5月に支給されます。
　なお、障害基礎年金等以外の公的年金等（※）を受給して
いる方は、変更はありません。公的年金等の額が児童扶養手
当額より低い場合は、差額分を受給できます。
（※）遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
　　また障害厚生年金（3級）のみを受給している方。

詳しくは、下記までお問い合わせください。

　「児童扶養手当法」の一部改正により、今年3月分の手当以
降、児童扶養手当の額が障害基礎年金等の子の加算部分の額
を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できます。

　〈児童扶養手当の月額〉（令和2年4月～）

注1）一部支給額は所得に応じて決定されます。
注2）所得により手当の全部が支給停止される場合があります。
注3）令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等受給資格者

の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等（※）
が含まれます。

　　（※）障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。

【問・申】国保・健康課　さぬき・まちの健康応援団事務局（寒川庁舎２階）　☎（0879）26-9908

※新型コロナウイルス感染症の状況により行事が変更となる場合は、市ホームページ等でお知らせします。

障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の方へ

【問】子育て支援課　☎（０８７９）26-9905

市ホームページ
はこちら

対象児童
1人目
2人目加算
3人目加算

全部支給
43,160円
10,190円
6,110円

一部支給
43,150円～10,180円
10,180円～ 5,100円
6,100円～ 3,060円

２月24日（水）10：00～15：00　大川公民館第１会議室

【参考：令和２年度の保険料と割引額】

振替方法

２年前納
１年前納
６か月前納

当月末振替（早割）
翌月末振替
（割引なし）

１回あたりの
納付額 割引額 ２年分に換算

した割引額
381,960円
194,320円
98,110円
16,490円
16,540円

15,840円
4,160円
1,130円
50円
なし　

―
8,320円
4,520円
1,200円
なし
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子育て／健康


